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【就学援助費】経済的理由により就学が困難な児童の保護者について、学用品費等を給与するなど

必要な援助を行い、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

【特別支援教育就学奨励費】小学校の特別支援学級へ就学する児童の保護者等の経済的負担を軽

減することを目的とする。

【就学援助費】（39,807千円）

・対象者：生活保護受給者及びこれに準ずる児童の保護者

・支給費目：給食費（実費）・学用品費（国が定める限度額以内）・校外活動費（国が定める

限度額以内）・新入学学用品費（国が定める限度額以内）・修学旅行費（実費）・医療費（実

費）・体育実技用具費（国が定める限度額以内）・児童会費（国が定める限度額以内）・ＰＴＡ

会費（国が定める限度額以内）・クラブ活動費（国が定める限度額以内）

※生活保護受給者は、修学旅行費、医療費のみ支給

・支給時期　年３回（７・１２・３月末）
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【特別支援教育就学奨励費】（2,812千円）

・対象者：特別支援学級に入級している全児童（就学援助費受給者は対象外）

・支給費目：給食費・学用品費・校外活動費・新入学学用品費・修学旅行費・医療費・体育実

技用具費

※支給額については、就学援助費の1/2

・支給時期　年３回（７・１２・３月末）
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学校事務職員に対し事務説明会を開催し、申請事務が円滑にすすむよう努め、平成

23年度は745人に就学援助費を適正に支給できた。
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明細が出せるよう、システムを修正する。
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平成23年度より、クラブ活動費の一部についても対象費目となったが、現在のシステ

ムでは明細がでないため、保護者からの問合せが多い。

今後も経済的理由により就学が困難な児童及び特別支援学級へ就学する児童の保

護者の経済的負担を軽減する必要があるため、現状維持が妥当と判断した。
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経済的理由により就学が困難な児童及び特別支援学級へ就学する児童の保護者の

経済的負担が増加し、義務教育の円滑な実施に支障をきたす可能性がある。


